
 

瀬戸市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する

条例をここに公布する。 

平成２３年９月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第１４号 

瀬戸市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改

正する条例 

 （瀬戸市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

第１条 瀬戸市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年

瀬戸市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下 

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（介護補償） （介護補償） 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を

受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又

は障害補償年金を支給すべき事由となった障害

であって規則で定める程度のものにより、常時

又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時

又は随時介護を受けている場合においては、介

護補償として、当該介護を受けている期間、常

時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用

を考慮して市長が定める金額を支給する。ただ

し、次に掲げる場合には、その入院し、又は入

所している期間については、介護補償は、行わ

ない。 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を

受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又

は障害補償年金を支給すべき事由となった障害

であって規則で定める程度のものにより、常時

又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時

又は随時介護を受けている場合においては、介

護補償として、当該介護を受けている期間、常

時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用

を考慮して市長が定める金額を支給する。ただ

し、次に掲げる場合には、その入院し、又は入

所している期間については、介護補償は、行わ

ない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１３項に規定する障害者支援

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１２項に規定する障害者支援



 

施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第７項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第６項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 
  

第２条 瀬戸市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下 

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（介護補償） （介護補償） 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を

受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又

は障害補償年金を支給すべき事由となった障害

であって規則で定める程度のものにより、常時

又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時

又は随時介護を受けている場合においては、介

護補償として、当該介護を受けている期間、常

時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用

を考慮して市長が定める金額を支給する。ただ

し、次に掲げる場合には、その入院し、又は入

所している期間については、介護補償は、行わ

ない。 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を

受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又

は障害補償年金を支給すべき事由となった障害

であって規則で定める程度のものにより、常時

又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時

又は随時介護を受けている場合においては、介

護補償として、当該介護を受けている期間、常

時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用

を考慮して市長が定める金額を支給する。ただ

し、次に掲げる場合には、その入院し、又は入

所している期間については、介護補償は、行わ

ない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１２項に規定する障害者支援

施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第７項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１３項に規定する障害者支援

施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第７項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

 （瀬戸市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 



 

第３条 瀬戸市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年瀬戸市条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下 

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（介護補償） （介護補償） 

第９条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受

ける権利を有する団員等が、当該傷病補償年金

又は障害補償年金を支給すべき事由となった障

害であって規則で定める程度のものにより、常

時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常

時又は随時介護を受けている場合においては、

市は、介護補償として、当該介護を受けている

期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要

する費用を考慮して規則で定める金額を支給す

る。ただし、次に掲げる場合には、その入院

し、又は入所している期間については、介護補

償は、行わない。 

第９条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受

ける権利を有する団員等が、当該傷病補償年金

又は障害補償年金を支給すべき事由となった障

害であって規則で定める程度のものにより、常

時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常

時又は随時介護を受けている場合においては、

市は、介護補償として、当該介護を受けている

期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要

する費用を考慮して規則で定める金額を支給す

る。ただし、次に掲げる場合には、その入院

し、又は入所している期間については、介護補

償は、行わない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１３項に規定する障害者支援

施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第７項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１２項に規定する障害者支援

施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第６項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

第４条 瀬戸市消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下 

線で示すように改正する。

改正後 改正前 



 

（介護補償） （介護補償） 

第９条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受

ける権利を有する団員等が、当該傷病補償年金

又は障害補償年金を支給すべき事由となった障

害であって規則で定める程度のものにより、常

時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常

時又は随時介護を受けている場合においては、

市は、介護補償として、当該介護を受けている

期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要

する費用を考慮して規則で定める金額を支給す

る。ただし、次に掲げる場合には、その入院

し、又は入所している期間については、介護補

償は、行わない。 

第９条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受

ける権利を有する団員等が、当該傷病補償年金

又は障害補償年金を支給すべき事由となった障

害であって規則で定める程度のものにより、常

時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常

時又は随時介護を受けている場合においては、

市は、介護補償として、当該介護を受けている

期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要

する費用を考慮して規則で定める金額を支給す

る。ただし、次に掲げる場合には、その入院

し、又は入所している期間については、介護補

償は、行わない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１２項に規定する障害者支援

施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第７項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１３項に規定する障害者支援

施設（次号において「障害者支援施設」とい

う。）に入所している場合（同条第７項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

附 則 

この条例中第１条及び第３条の規定は障がい者制度改革推進本部等にお

ける検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等

の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法

律第７１号）附則第１条第３号に定める日から、第２条及び第４条の規定

は平成２４年４月１日から施行する。 


